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◎兵庫県議会傍聴規則の一部を改正する規則（議会規則第１号） 

 本会議における傍聴の機会の確保を図るため、所要の整備を行うこととした。 
 

県 議 会 規 則 

 

 兵庫県議会傍聴規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年４月28日 

兵庫県議会議長 小 西 隆 紀  

兵庫県議会規則第１号 

   兵庫県議会傍聴規則の一部を改正する規則 

 兵庫県議会傍聴規則（昭和38年兵庫県議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条及び第３条を次のように改める。 

 （傍聴席の区分） 

第２条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 

 （傍聴席の定員） 

第３条 傍聴席の定員は、10人とする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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